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三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会役員、委員等の変更 

 

 三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会会則第８条第３項に基づき、令

和元年５月１４日から令和２年５月１３日までの間における三重とこわか国体・三重とこ

わか大会亀山市実行委員会役員、委員等の変更について、次のとおり報告します。 

 

【常任委員：９名】                      （順不同・敬称略） 

所属機関・団体・役職名 新任者 前任者 

三重県軟式野球連盟亀山支部 審判部長 佐々木 光晴 横山 宗晴 

三重県高等学校体育連盟 会長 野垣内 靖 阿形 克己 

亀山市小中学校長会 会長 服部 鋼一 高嶋 浩史 

一般社団法人 亀山歯科医師会 監事 生川 克弥 （役職の変更） 

亀山市健康福祉部 部長 古田 秀樹 井分 信次 

亀山市防災安全課 危機管理監 服部 政徳 久野 友彦 

亀山市立医療センター 地域医療部長 草川 吉次 古田 秀樹 

亀山市教育委員会事務局 教育部長 亀山 隆 草川 吉次 

亀山市議会事務局 事務局長 井分 信次 草川 博昭 

 

【委員：１２名】                       （順不同・敬称略） 

所属機関・団体・役職名 新任者 前任者 

亀山市ＰＴＡ連合会 会長 西村 昭伸 北川 友和 

亀山飲食業組合 組合長 上田 昌子 中川 榮美子 

亀山市茶業組合 組合長 伊達 謙二 伊達 義則 

亀山市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 西村 邦昭 丸橋 勲 

一般社団法人 三重県タクシー協会 北勢支部長 中島 嘉浩 長野 成司 

西日本電信電話株式会社三重支店 支店長 杉本 渉 大西 秀隆 

株式会社ＮＴＴドコモ CS 東海三重支店 支店長 杉山 直士 田口 浩司 

ＫＤＤＩ株式会社 理事中部総支社長 岡部 浩一 渡辺 道治 

亀山市青少年育成市民会議 会長 冨松 敬史 中坪 務 

亀山ライオンズクラブ 会長 笠井 信隆 豊田 和人 

国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所

四日市国道維持出張所 出張所長 
林 美徳 森下 義 

三重県鈴鹿建設事務所 所長 古澤 忠士 関 泰弘 
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【監事：１名】                        （順不同・敬称略） 

所属機関・団体・役職名 新任者 前任者 

亀山市 会計管理者 米津 ひろみ 渡邉 知子 

 

【参与：２名】                        （順不同・敬称略） 

所属機関・団体・役職名 新任者 前任者 

亀山警察署 署長 山内 範秀 橋本 利秋 

株式会社中日新聞社 三重総局長 前田 智之 石川 保典 
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三重とこわか国体軟式野球競技リハーサル大会の中止について 

 

令和２年５月３０日（土）、３１日に開催を予定していました「三重とこわか国体

軟式野球競技リハーサル大会（第４２回東日本軟式野球大会（１部））」は、新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の観点から、中止が決定しました。 

 

【中止が決定した大会】 

＜大会名＞ 三重とこわか国体軟式野球競技リハーサル大会 

      第４２回東日本軟式野球大会（１部） 

 

＜開催日＞ 令和２年５月３０日（土）、３１日（日） 

 

＜会 場＞ 西野公園野球場 
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三重とこわか国体亀山市協賛取扱要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、本市で開催される、三重とこわか国体および競技別リハーサル大会

（以下「大会」という。）について、企業等からの協賛の取扱いについて、必要な

事項を定める。 

 

２ 協賛の内容 

協賛の内容は、原則として大会の広報啓発、歓迎装飾および大会運営に要する用

具等（以下「協賛物品等」という。）の受け入れによるものとする。 

 

３ 協賛の実施方法 

（１）協賛は、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行

委員会」という。）において受け入れる。 

（２）協賛の方法は、提供または貸与とする。 

（３）協賛の申込みは、協賛申込書（様式第１号）により行う。 

（４）協賛の受け入れを決定し、これを受け入れた場合は、協賛受領書（様式第２号）

を交付する。 

（５）協賛物品等の搬入、貼付、撤去等に要する費用は、原則として協賛者の負担と

する。 

 

４ 協賛として受け入れないもの 

（１）大会の趣旨に反するもの 

（２）法令等に違反するもの及び公の秩序または良俗を乱す恐れがあると認められる

もの 

（３）政治活動、宗教活動等に関わるものであると認められるもの 

（４）個人の氏名を宣伝する目的のものと認められるもの 

（５）その他実行委員会が適当でないと認めるもの 

 

５ 協賛の表示 

（１）協賛物品等には、協賛者の意向に応じ、協賛の表示を行うことができる。ただ

し、協賛物品等に直接表示することが不適当な場合は、その他の方法により表示

するものとする。 

（２）前号の規定により表示をする場合は、表示方法、表示箇所、文字等の大きさに

ついて、実行委員会の承認を得て行うものとする。ただし、既存の製品提供の場

-6-

報告第３号



合は除く。 

 

６ 協賛への謝意 

実行委員会が協賛物品等の提供を受けたときは、協賛者に対し感謝状等の贈呈を

行うことができる。また、必要に応じて実行委員会ホームページ等に、その旨を掲

載することができる。 

 

７ 協賛の受入期間 

協賛の受け入れ期間は、大会終了までとする。 

 

８ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、協賛の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。 

（２）実行委員会が必要と認められる場合、この要項を改めることができる。 
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（様式第１号） 

令和  年  月  日 

 

協賛申込書 
 

三重とこわか国体・三重とこわか大会 

亀山市実行委員会 会長  櫻 井 義 之 様 

 

申込者 

住  所 

名  称 

代表者名             印 

 

亀山市で開催される三重とこわか国体および競技別リハーサル大会の開催趣旨に

賛同し、下記のとおり協賛します。 

 

記 

 

協賛物品等 

品 目  

規格等  

数 量  

単 価  

総額 

（相当額） 
 

協 賛 方 法    提供       貸与 

引渡予定年月日 令和  年  月  日 

そ の 他  

担当者 

所   属 

氏   名 

電   話  
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（様式第２号） 

令和  年  月  日 

 

協賛受領書 

 

申込者住所 

氏名         様 

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会 

亀山市実行委員会 会長 櫻 井 義 之 

 

亀山市で開催する三重とこわか国体および競技別リハーサル大会にかかる協賛物

品等を下記のとおり受領しました。 

 

記 

 

協賛物品等 

品 目  

規格等  

数 量  

単 価  

総額 

（相当額） 
 

協 賛 方 法 □ 提供     □ 貸与 

引渡予定年月日 令和  年  月  日 

そ の 他  
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三重とこわか国体亀山市協賛取扱基準 

 

１ 趣旨 

この基準は、三重とこわか国体亀山市協賛取扱要項第５及び第６の規定に基づき、

協賛の表示及び協賛への謝意について必要な事項を定める。 

 

２ 協賛者名等の掲載基準 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）ホームページ等に協賛者名等を掲載する基準は、次の表に掲げるとおりと

する。 

金額等 ホームページ 報告書等 協賛物品 
協賛者の

呼称使用 

１０万円以上 
協賛者バナー貼付、

写真及び記事掲載 協賛者名掲載 
掲載可能物品に

協賛者名掲載 
使用可 

１０万円未満 協賛者名掲載 

 

３ 謝意の実施基準 

  協賛への謝意の実施基準は、次の表に掲げるとおりとする。 

金額等 感謝状等 対応方法 対応者 

５０万円以上 

感謝状 

贈呈式 会長 

５０万円未満 

１０万円以上 
持参 事務局長 

１０万円未満 礼状 郵送 － 

 

４ その他 

（１）個人協賛は求めないこととするが、申し出があった場合は、別途協議のうえ対

応する。 

（２）協賛物品等については、市価に金額換算して対応する。金額換算が困難である

ものについては、別途協議のうえ対応する。 

（３）贈呈式については、協賛者の意向等を確認のうえ実施する。 

（４）協賛者の呼称使用については、商品や商品広告を除く自社の広報活動や社会貢

献活動に限り、以下のフレーズを無償で使用できる。 

 ・〇〇社は、三重とこわか国体亀山市開催競技を応援しています。 

 ・〇〇社は、三重とこわか国体亀山市開催競技会の協賛企業です。 

 ・〇〇社は、三重とこわか国体亀山市開催（競技名）競技会の協賛企業です。 

 ・〇〇社は、三重とこわか国体亀山市スポンサーです。 
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三重とこわか国体亀山市ボランティア募集要項 

 

１ 目的 

この要項は、本市で開催される三重とこわか国体及び競技別リハーサル大会（以

下「大会」という）を市民参加型の夢と感動にあふれる大会とするため、大会の運

営及び広報に携わるボランティアの募集に関し、必要な事項を定める。 

 

２ 募集主体 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。） 

 

３ 活動内容 

区  分 主 な 活 動 内 容 

広報活動 

イベント等での広報活動 

とこわかダンスの普及 

その他広報活動 

記録 イベントや大会会場での記録（写真） 

受付・案内 
大会会場での受付、案内、資料配布 

案内所での情報提供、観光案内 

会場整理 

大会会場での誘導、整理 

駐車場での整理 

シャトルバス乗降案内 

環境美化 

大会会場及び周辺の清掃 

プランターの管理 

ごみ箱の管理 

休憩所 休憩所でのドリンクサービス 

弁当配布 弁当の引き換え、回収 

 

４ 活動期間 

ボランティア登録日から大会終了日までとする。 

 

５ 募集人数 

３００人程度 
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６ 募集期間 

令和元年１２月から募集人数に達するまでとする。 

ただし、実行委員会は必要に応じて期間を変更することができるものとする。 

 

７ 募集要件 

平成２２年４月１日以前に生まれた方で、次のいずれかに該当すること。ただし、

応募時点で、１８歳未満の方については、保護者の同意を得るものとする。 

・本市に在住もしくは通勤、通学している個人。 

・本市に活動拠点を有する団体。 

・上記以外の方で、実行委員会が必要と認めた個人または団体。 

 

８ 応募方法 

所定の申込書及び必要書類を、実行委員会事務局へ持参、郵送、ＦＡＸまたはメ

ールのいずれかの方法により申し込むものとする。ただし、保護者の同意が必要と

なる場合は、保護者の押印が必要となるため、持参または郵送に限る。 

 

９ 登録、変更、取消 

（１）実行委員会は、募集要件を満たした応募者をボランティアとして登録する。 

（２）実行委員会は、ボランティアの登録を受けた者または団体（以下「登録者」と

いう。）から届出があった場合は、登録内容を変更することができる。 

（３）実行委員会は次の場合、登録を取り消すことができる。 

   ・登録者から届出があった場合 

   ・大会のイメージを損なう行為があった場合 

   ・ボランティア活動に支障があると判断した場合 

 

１０活動内容及び活動期間の決定 

登録者の活動内容、活動期間及び活動場所については、希望調書等を参考に、実

行委員会が決定する。 

 

１１研修等 

実行委員会は、登録者に対し、活動内容に応じて必要な研修、事前説明等を行う。 

 

１２報酬、交通費等 

ボランティア活動及び研修等の参加に係る報酬は無償とし、交通費は自己負担と

する。ただし、実行委員会が必要と認める場合は、昼食を支給することができる。 
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１３識別用品 

実行委員会は、ボランティア活動に当たって、第三者との識別をする必要がある

と判断した場合は、服飾または識別用品もしくはその両方を支給する。 

 

１４保険 

登録者のボランティア活動及び研修等にあたっては、実行委員会において「損害

保険」及び「賠償責任保険」に加入する。 

 

１５個人情報の保護 

応募者の個人情報については、大会の運営又はその準備のみのために使用し、そ

れ以外の目的には使用しない。 

ただし、申込時に三重県の三重とこわか国体・三重とこわか大会実行委員会（以

下「県実行委員会」という。）への情報提供に同意している登録者の情報に限り、県

実行委員会からの要請に応じて提供することができるものとする。 

 

１６その他 

この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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三重とこわか国体亀山市歓迎装飾実施要項 

 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体亀山市歓迎・接伴基本計画に基づき、三重とこわ

か国体（以下「大会」という。）に参加する、選手、監督、役員、視察員、報道員

およびその他関係者ならびに一般観覧者を温かく迎え、心のこもったおもてなしが

できるよう、歓迎装飾の実施に関して必要な事項を定める。 

 

２ 歓迎装飾の実施 

装飾の実施については、次のとおりとする。 

（１）市民および関係機関・団体等の協力を得て、三重とこわか国体・三重とこわか

大会亀山市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が実施する。 

（２）景観等に配慮し、華美・過大な歓迎装飾を避けるとともに、関係機関・団体及

び企業等の協力、市民運動との連携を図りながら、効果的な装飾に努める。 

（３）実行委員会以外の者が、自ら歓迎装飾を実施しようとするときは、あらかじめ

実行委員会と協議のうえ、実施するものとする。 

 

３ 歓迎装飾の実施場所 

競技会場、練習会場および主要交通拠点並びにその周辺等、その他必要な場所と

する。 

 

４ 歓迎装飾の時間 

歓迎装飾の実施時間は、大会の開催準備に要する時間および大会開催期間とする。

ただし、実情に応じて期間を変更できるものとする。 

 

５ 歓迎装飾の種類 

歓迎装飾は、歓迎看板、のぼり旗、その他歓迎の意を表す装飾とする。 

 

６ 装飾の撤去 

装飾の撤去は、大会終了後、実行委員会の責任において速やかに行うものとする。 

 

７ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、歓迎装飾の実施に関して必要な事項は別に定め

る。 

（２）競技別リハーサル大会における歓迎装飾の実施について、この要項を準用する。 
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三重とこわか国体亀山市保険加入要項 

 

１ 目的 

この要項は、本市で開催される、三重とこわか国体（以下「大会」という。）に

ついて、開催準備業務および開催期間中（以下「大会期間中等」という。）に大会

関係者や第三者に発生した事故等に対する補償について、必要な事項を定め、円滑

な大会運営を図ることを目的とする。 

 

２ 契約 

保険は、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行委

員会」という。）が損害保険会社（以下「保険会社」という。）と保険契約を締結す

る。 

 

３ 保険内容 

実行委員会は、必要に応じて損害賠償責任保険および傷害保険に加入するものと

し、保険の対象となる事故は、次に揚げるとおりとする。 

（１）損害賠償責任事故 

大会期間中等に第三者に対して損害を与え、かつ被害者から損害賠償を求めら

れ、法律上の損害賠償責任を負う事故をいい、損害の種類により次に揚げるもの

に分類する。 

ア 施設賠償事故 

競技会場、練習会場、案内所および会場内外に配置する看板や仮設物等、実

行委員会が所有または管理運営するものならびに運営上の過失から生じた事

故により、第三者（使用会場の既存財物含む）の生命・身体・所有物に損害を

与え、法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。 

区 分 
補償内容【てん補限度額】 

１人 １事故 保険期間中 

対 人 １億円 １億円 ３億円 

対 物 － １億円 ３億円 

 

イ 受託物賠償事故 

大会期間中等に実行委員会が借り受けた、または預った器具等を保管、また

は使用中に火災・盗難もしくは取り扱い上の不注意により損壊させたことによ

り損害賠償責任を負う事故をいう。 
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区 分 
補償内容【てん補限度額】 

１事故 保険期間中 

対 物 時価 時価総額 

 

ウ 生産物賠償事故 

実行委員会が提供した飲食物に起因して、第三者に損害を与え、法律上の損

害賠償責任を負う事故をいう。 

区 分 
補償内容【てん補限度額】 

１人 １事故 保険期間中 

対 人 ３千万円 ３億円 ３億円 

 

エ 医師等賠償事故 

実行委員会が管理する救護所等での医療行為ならびに看護業務等により、第

三者の生命、身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。 

区 分 
補償内容【てん補限度額】 

１人 １事故 保険期間中 

対 人 １億円 １億円 ３億円 

 

（２）傷害事故 

大会役員、競技会役員、競技役員、競技補助員、競技会補助員、ふるまい協力

団体員、医師および看護師の大会従事者が、大会準備業務もしくは開催業務に従

事している時、または当該業務に従事するため自宅もしくは宿泊所を出てから帰

宅するまでの往復途上において発生した偶然の事故により、生命・身体に生じた

事故をいう。 

被保険者 
補償内容 

死亡・後遺障害 入院（日額） 通院（日額） 

大会役員 

競技会役員 

競技役員 

競技補助員 

競技会補助員 

ふるまい協力団体員 

２，５００万円 ５，０００円 ３，０００円 

医 師 １億円 ３０，０００円 １０，０００円 

看護師 ３千万円 １０，０００円 ５，０００円 
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４ 適用除外 

前条の規定にかかわらず、次の各号に揚げる事故については、保険の対象としな

い。 

（１）損害賠償責任事故 

ア 故意による事故 

イ 地震、台風の天災による事故 

ウ その他保険約款上に定めのあるもの 

（２）傷害事故 

ア 保険対象者の故意による事故 

イ 地震、台風等の天災による事故 

ウ 保険対象者の疾病、心身喪失による事故 

エ 保険対象者の自殺、犯罪行為による事故 

オ その他保険特約上に定めのあるもの 

 

５ 事故報告 

（１）大会期間中に事故が発生したときは、速やかに実行委員会に事故報告書（様式

第１号）を提出するものとする。 

（２）実行委員会は、前項の報告を受理した場合は、速やかにその旨を保険会社に連

絡し、所定の手続きを行う。 

 

６ その他 

（１）この要項に定めない事項は、保険契約に係る損害賠償責任保険普通保険約款、

傷害保険普通保険約款、特別約款および特約条項の定めるところによる。 

（２）競技別リハーサル大会における保険加入についても、この要項を準用する。 

（３）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 
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様式第１号 

 

事 故 報 告 書 

 

 令和  年  月  日 

 

三重とこわか国体・三重とこわか大会 

亀山市実行委員会 会 長 櫻 井 義 之 様 

 

報告者 

 

事故発生日時 令和  年  月  日（ ） 時 分 

事故発生場所  

事故発生状況 

（できるだけ詳しく） 

 

負

傷

者 

住所 

氏名 

ＴＥＬ（     ）    － 

医

療

期

間 

住所 

名称 

担当医師 

傷

害

内

容 

傷病名 

症状・程度など 
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三重とこわか国体亀山市識別用品整備要項 

 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体（以下「大会」という。）及び競技別リハーサル

大会（以下「リハーサル大会」という。）において、本市で開催される競技会の円

滑な運営を図るため、役員、係員等の識別用品について、必要な事項を定めること

を目的とする。 

 

２ 整備品目 

識別用品として整備する用品は、簡素・効率化を考慮して、原則として次のとお

りとする。 

（１）リハーサル大会 

  ア ＩＤカード（カードケースを含む。以下同じ。） 

  イ 服飾品 

  ウ その他リハーサル大会の運営上必要が生じた識別用品 

（２）大会 

  ア ＩＤカード 

  イ 服飾品 

  ウ その他大会の運営上必要が生じた識別用品 

 

３ 配布対象者 

識別用品の配布対象者は、次のとおりとする。ただし、配布対象者によっては、

簡素・効率化を考慮して、ＩＤカードのみの配布とすることができるものとする。 

（１）大会役員 

（２）競技会役員 

（３）競技役員 

（４）競技補助員 

（５）競技会係員 

（６）競技会補助員 

（７）選手、監督、大会関係者 

（８）視察員、報道員 

（９）その他実行委員会が必要と認める者 

 

４ デザイン等 

識別用品のデザインは、原則として、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山
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市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が指定するものとし、大会及びリハ

ーサル大会に従事する、役員、係員等の識別を図ることができるものとする。 

 

５ 識別用品の着用 

配布対象者は、大会及びリハーサル大会の運営に従事する期間中は、原則として、

実行委員会が整備する識別用品を着用することとする。 

 

６ 競技共催市町との協議による整備 

他市町と共催で行う競技に係る識別用品の整備については、当該市町と協議して

定める。 

 

７ その他 

この要項に定めるもののほか、識別用品整備に関し必要な事項は別に定める。 
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三重とこわか国体亀山市式典実施要項 

 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体亀山市式典基本計画に基づき、三重とこわか国体

亀山市開催競技における式典の実施について、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 式典運営 

式典の運営は、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実

行委員会」という。）が、競技団体及び関係機関・団体の協力を得ながら、実施す

る。 

 

３ 式典内容 

開始式・表彰式の内容は、次のとおりとする。ただし、内容および所要時間につ

いては、選手のコンディション等に配慮し、必要に応じて変更できるものとする。 

（１）開始式             （２）表彰式 

ア 開式通告             ア 開式通告 

イ 競技会開始宣言          イ 成績発表 

ウ 国旗掲揚（儀礼）         ウ 表彰状授与 

エ 大会旗・実施競技団体旗・     エ 大会会長トロフィー授与 

県旗・市旗掲揚（儀礼）      オ 閉会のあいさつ 

オ 大会会長トロフィー返還      カ 歓送のことば 

カ 開会のあいさつ          キ 国旗降納（儀礼） 

キ 歓迎のことば           ク 大会旗・実施競技団体旗・ 

ク 選手宣誓               県旗・市旗降納（儀礼） 

ケ 閉式通告             ケ 競技会終了宣言 

コ 閉式通告 

 

４ 式典音楽 

  式典音楽は、原則としてＣＤ等を使用する 

 

５ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、式典の実施に必要な事項は、実行委員会および

競技団体等が別途協議の上、別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における式典の実施については、各競技会の規模に応じ

て、この要項を準用するよう努める。 
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三重とこわか国体亀山市旅費等支給規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、亀山市で開催する三重とこわか国体および競技別リハーサル大会

（以下「大会」という。）の大会運営従事者に対して支給する旅費等について、その支給

に関する基本的な事項を定め、事務の適正化を図ることを目的とする。 

 

（支給対象） 

第２条 大会運営に従事するもののうち、この規程で定める旅費等の支給対象となる者は、

次のとおりとする。 

 (1) 競技役員 

 (2) 競技補助員 

 (3) その他、三重とこわか国体亀山市実行委員会会長が認める者 

 

（旅費の種類及び支給） 

第３条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃（以下これらを「交通費」とい

う。）、日当及び宿泊料とする。 

２ 交通費の支給は、市の取扱いに準じるものとする。ただし、計画輸送を利用した場

合は支給しない。 

３ 日当及び宿泊料は、県の補助単位及び補助対象日数を上限とし、予算の範囲内で支

給する。 

４ 競技補助員には宿泊料を支給しない。また、中学生及び高校生には、日当を支給し

ない。ただし、宿泊料については、会長が認める場合は支給することができる。 

５ 旅費は、競技団体へ一括支給することができることとする。 

６ 旅費の支給事務は、競技団体へ委託することができることとする。 

 

（その他） 

第５条 この規程に定めのない事項については、別に定める。 
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三重とこわか国体亀山市医療救護要項 

 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体亀山市医事・衛生基本計画に基づき、三重とこわ

か国体（以下「大会」という。）における医療救護対策について、万全を期するた

め必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）は、関係機関・団体等の協力を得て、医療救護対策を実施する。 

 

３ 実施項目 

医療救護対策は、次の事項を実施する。 

（１）救護所の設置 

ア 設置場所 

救護所は、各競技会場の適切な場所に設置する。 

イ 人員配置 

救護所には、必要に応じて医師、看護師、保健師、救急隊員等を配置する。 

ウ その他 

救護所には、必要に応じて医薬品、医療機器（ＡＥＤを含む）等を配置する。

医薬品は、ドーピング禁止物質を含有しないものを配備する。 

（２）救護所における医療救護 

救護所は、患者に対する応急処置および簡易な治療を行うほか、必要に応じて

医療機関に移送する。 

（３）練習会場における医療救護 

練習会場に医薬品等を配備するとともに、必要に応じて係員等を配置する。医

薬品はドーピング禁止物質を含有しないもの配備する。 

（４）宿舎における医療救護 

大会に参加する選手、監督、役員等が宿舎において発病・負傷した場合は、宿

舎提供者が医療機関の紹介、または救急自動車の出動依頼を行うとともに、その

旨を実行委員会へ連絡する。 

（５）救急自動車の配備 

救急自動車の配備については、別途関係機関と協議して決める。 

（６）医療費の負担 

救護所での診療費用および救急自動車等による移送費用を除き、医療費は全て
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受診者が負担するものとする。 

 

４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における医療救護対策について、この要項を準用する。 
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三重とこわか国体亀山市食品衛生対策要項 

 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体亀山市医事・衛生基本計画に基づき、三重とこわ

か国体（以下「大会」という。）における食品衛生対策について、万全を期するた

め必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）は、県、関係機関・団体等の協力を得て食品衛生対策を実施する。 

 

３ 実施項目 

食品衛生対策は次の事項を実施する。 

（１）食品衛生に対する意識向上の啓発 

食品関係事業者ならびに市民および大会参加者等に食品衛生に関する意識向

上の啓発を図り、食品衛生の向上に努める。 

（２）食品関係営業施設等に対する監視、指導 

県、関係機関・団体等と連携し、食品関係営業施設等に対する重点的な監視、

指導等を行い、施設の衛生確保および食品の衛生的取扱いの向上を図る。 

（３）食中毒発生の対応 

大会参加者等に食中毒患者が発生した場合は、「食品衛生法」に基づき、必要

な措置を講じるとともに、関係機関が迅速に対応できるよう、必要な連絡体制を

整備する。 

 

４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における食品衛生対策について、この要項を準用する。 
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三重とこわか国体亀山市防疫対策要項 

 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体亀山市医事・衛生基本計画に基づき、三重とこわ

か国体（以下「大会」という。）における防疫対策について、万全を期するため必

要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）は、県、関係機関・団体等の協力を得て、防疫対策を実施する。 

 

３ 実施項目 

防疫対策は次の事項を実施する。 

（１）予防・防疫に対する意識向上の啓発 

感染の発生防止のため、大会に参加する選手・監督・役員・視察員・補助員お

よびその他関係者ならびに一般観覧者（以下「大会参加者等」という。）に対し、

予防・防疫意識の普及啓発を図る。 

（２）感染症に関する情報の収集および提供 

 大会参加者等に感染症患者が発生した場合は、関係機関が迅速に対応できるよ

う必要な連絡体制を整備するとともに、本市での流行状況を常に監視し、大会参

加者等への情報提供および状況に応じて注意喚起に努める。 

（３）感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む）に対する措置 

大会参加者等に感染症患者が発生した場合は、患者に対して医療機関に関する

情報を迅速に提供するなど、適切な治療が受けられるよう努めるとともに、感染

のまん延の防止の為、法律等に基づき必要な措置を講じる。 

 

４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における防疫対策について、この要項を準用する。 
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三重とこわか国体亀山市環境衛生対策要項 

 

１ 目 的 

  この要項は、三重とこわか国体亀山市医事・衛生基本計画に基づき、三重とこわ

か国体（以下「大会」という。）における環境衛生対策について、万全を期するた

め必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）は、県、関係機関・団体等の協力を得て、環境衛生対策を実施する。 

 

３ 実施項目 

環境衛生対策は次の事項を実施する。 

（１）環境衛生に対する意識の向上 

 関係機関、団体等と連携し、市民及び大会参加者等の環境衛生に対する意識の

向上を図り、環境美化の推進に努める。 

（２）会場等の環境美化 

関係機関・団体等と連携し、競技会場及び練習会場とその周辺における衛生管

理体制を確立し、清潔に保持するよう努める。 

（３）宿舎の衛生対策 

関係機関・団体と連携し、宿舎の管理者に対し、宿泊者が快適な環境で過ごせ

るよう、宿舎およびその周辺の環境衛生の保持に努めるよう要請する。 

（４）廃棄物の発生抑制およびリサイクルの推進 

競技会場等における廃棄物の発生抑制に努めるとともに、分別収集を徹底し、

可能な限りリユースおよびリサイクルを行う。また、リサイクルができない廃棄

物については、適正な処理を行う。 

（５）飲料水の衛生対策 

水道事業者およびその他関係機関と連携し、施設等の維持管理に関する指導の

強化を図るなど、飲料水の衛生保持に努める。 

（６）ねずみ・衛生害虫等対策 

関係機関・団体と連携し、ねずみおよび衛生害虫の発生防止等を行い、適正な

環境づくりに努める。 

（７）動物の適正管理 

   関係機関・団体等と連携し、会場、宿舎等の周辺における動物による危害の防

止に努める。また、飼い犬、猫等の適正な飼養管理に向けた啓発に努める。 
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４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における環境衛生対策について、この要項を準用する。  

-28-



三重とこわか国体亀山市輸送・交通業務実施要項 

 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体亀山市輸送・交通基本計画および県の輸送・交通

基本方針に基づき、三重とこわか国体（以下「大会」という。）における輸送・交

通業務について、万全を期するため必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行委員会」と

いう。）は、県および所轄警察署ならびに関係機関・団体等の協力を得て、輸送・

交通業務を実施する。 

 

３ 輸送・交通業務の一般的事項 

（１）輸送対象者 

ア 選手・監督 

イ 競技役員、競技補助員 

ウ 競技会役員、競技会係員、競技会補助員 

エ 報道関係者、視察員 

オ 一般観覧者 

カ その他、実行委員会が必要と認めた者 

（２）輸送・交通業務の実施期間 

輸送・交通業務を実施する期間は、原則として公式練習日を含む各競技会の会

期中とする。ただし、特別な事情があると認められる場合、延長することができ

る。 

（３）輸送・交通業務の範囲等 

ア 輸送・交通業務の範囲は、競技会場、練習会場、指定集合地、宿舎その他関

連諸行事の会場等の相互間とする。 

イ 輸送については、原則として公共交通機関を利用することとし、公共交通機

関による輸送が困難な場合および競技の実施に著しく支障がある場合は、計画

輸送を行う。 

ウ 計画輸送は、原則として近距離（概ね２キロメートル未満をいう。）は行わ

ない。 

 

４ 輸送力の確保 

（１）臨時バスの運行等 
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実行委員会は、必要に応じて関係機関・団体等に対して、臨時バスの運行、バ

ス路線の変更および停留所の臨時設置等を要請するとともに、必要な措置を講じ

る。 

（２）車両の確保 

計画輸送に使用する車両は借上げバス・タクシー等により行い、必要台数を実

行委員会が確保する。 

（３）予備車の確保の検討 

実行委員会は、大会期間中、緊急時に備えるため、予備車の確保を検討する。 

 

５ 輸送業務の内容 

（１）輸送計画の策定 

実行委員会は、輸送対象者、発着場所、発着時刻等を内容とする輸送計画を策

定する。 

（２）指定集合地の策定 

実行委員会は、輸送の効率化を図るため、必要に応じて指定集合地を設定する。 

（３）輸送経路の設定 

実行委員会は、参加人数、時間帯等を考慮し、輸送経路を設定する。 

（４）輸送案内 

実行委員会は、必要に応じて主要な駅等に案内所を設置し、宿舎および競技会

場等への誘導案内を行う。 

（５）広域配宿における輸送 

実行委員会は、広域配宿によって亀山市外に所在する旅館等を宿舎として利用

する場合は、広域配宿を行う選手・監督および役員等の輸送を実施する。 

（６）同一競技が複数市町以上で行われる場合の輸送 

同一競技が複数市町以上の会場地で行われる輸送は、関係会場地実行委員会が

協議のうえ必要に応じて実施する。 

（７）一般観覧者の輸送 

実行委員会は、一般観覧者の安全、円滑かつ効率的な輸送を行うため、必要な

措置を講じる。 

（８）学校観戦の輸送 

実行委員会は、事前に市内学校に調査等を行い、各競技の学校観戦について、

学校と協議の上、輸送計画を作成し、実行委員会が配車する車両により輸送を行

う。 

 

６ 交通業務の内容 
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（１）交通規制 

実行委員会は、各競技会の円滑な運営に万全を期するため、所轄警察署の協力

を得て、必要に応じて競技会場周辺等における交通規制措置を講じる。 

（２）案内・誘導 

実行委員会は、大会参加者および一般観覧者を安全で正確かつ迅速に目的地へ

誘導するため、必要に応じて、主要道路、競技会場およびその周辺ならびに駐車

場等に案内・誘導看板等を設置する。 

（３）交通整理 

実行委員会は、大会参加者および一般観覧者の運行の安全および競技会場周辺

の混雑防止のため、必要な箇所に係員を配置し、交通の整理誘導を実施する。 

（４）路上駐車の禁止 

実行委員会は、交通渋滞や交通事故発生の要因となる路上駐車を防止するため、

必要に応じて競技会場周辺等の巡回を行う。 

（５）指定駐車場の確保および開設 

実行委員会は、大会参加者および一般観覧者が利用する車両台数を勘案し、競

技会場、練習会場の周辺等に必要な指定駐車場の確保に努める。なお、指定駐車

場が遠隔地となる場合は、シャトルバスの運行等必要な措置を講じる。 

（６）指定駐車場の管理および運営 

実行委員会は、指定駐車場に係員を配置し、車両の適切な誘導を行い、事故防

止に努める。 

（７）駐車許可証の交付 

実行委員会は、特に利用を限定する必要がある特定の指定駐車場を利用する人

に対して、事前に駐車許可証を交付し、許可車両であることを明示することによ

り、適切な車両誘導及び駐車場の円滑な管理運営を図る。 

（８）交通環境の整備 

実行委員会は、大会期間中の環境への負荷の軽減と交通混雑の緩和のため、大

会参加者および一般観覧者に対し公共交通機関の利用の推進及び自家用車での

来場自粛を働きかける。また、市民等に対しても、渋滞の原因となる路上駐車の

防止及び自家用車利用の自粛協力等の啓発を行う。 

 

７ 輸送・交通業務の委託 

実行委員会は、この要項の定める業務の全部又は一部を関係団体等に委託できる

ものとする。 

 

８ その他 
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（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における輸送・交通業務実施について、この要項を準用

する。 
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三重とこわか国体亀山市消防防災・警備業務実施要項 

 

１ 目的 

この要項は、三重とこわか国体亀山市消防防災・警備基本計画に基づき、三重と

こわか国体（以下「大会」という。）における消防防災・警備業務の実施に万全を

期するため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施区域 

実施区域は、競技会場、練習会場、駐車場（以下「大会関連施設」という。）及び

宿泊施設その他実行委員会が必要と認める場所とする。 

 

３ 実施期間 

実行委員会が行う消防防災・警備業務の実施期間は、大会開催までのうち三重と

こわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実行委員会」という。）が

必要と認める期間及び大会の開催期間中とする。 

 

４ 基本的事項 

（１）消防防災業務 

ア 消防法等関係法令を遵守し、特に大会関連施設および宿泊施設の消防防災に

取り組む。 

イ 亀山市地域防災計画および各施設の消防計画に定められた事項を基本とす

る。 

（２）警備業務 

ア 実施区域の雑踏事故その他事故及び事件の防止に取り組む。 

 

５ 消防防災業務 

（１）体制 

ア 大会開催前 

実行委員会は、関係機関・団体等の協力を得て、平常時の業務体制で行う。 

イ 大会開催期間中 

実施本部内に消防防災業務を統括する消防警備本部を設置する。また、必要

に応じて大会関連施設に係員を配置する。 

（２）業務内容 

ア 大会開催前 

a 大会関連施設における消防防災体制の確立に関すること。 

-33-

報告第１６号



b  大会関連施設における消防用設備および水利等の点検整備に関すること。 

c 消防防災に必要な教育訓練の実施に関すること。 

d  防火・防災意識の高揚に向けた啓発活動の推進に関すること。 

e  大会関連施設での避難訓練に関すること。 

f  大会関連施設および宿泊施設の予防査察に関すること。 

g  その他必要な消防防災業務に関すること。 

イ 大会開催期間中 

a 大会関連施設における火災等の予防、警戒及び鎮圧に関すること。 

b 大会関連施設の救急救助に関すること。 

c 大会関連施設における避難経路及び火災その他の災害発生時における避難

誘導に関すること。 

d その他必要な消防防災業務に関すること。 

（３）通信連絡体制 

大会開催期間中、実行委員会は、消防防災業務を円滑に行うため、通信連絡体

制を確立する。 

（４）広域配宿に係る対策 

広域配宿に係る対策については、関係機関および宿泊他市町と調整し実施する。 

（５）大規模災害等に係る対策 

大会の開催前および開催期間中において、亀山市災害対策本部が設置される大

規模災害等（震災を含む）が発生した場合は、亀山市の防災関係部局と連携し、

対応するものとする。 

 

６ 警備業務 

（１）体制 

ア 大会開催前 

実行委員会は、関係機関・団体等の協力を得て、平常時の業務体制で行う。 

イ 大会開催期間中 

実行委員会は、関係機関・団体等の協力を得て、大会関連施設に係員を配置

し、警備体制を整える。 

（２）業務内容 

ア 大会開催前 

a  警備計画の作成に関すること。 

b  警備体制の整備・確立に関すること。 

c  実施踏査に関すること。 

d  通信体制の整備・確立に関すること。 
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e  業務に携わる警備員および係員の確保と事前教育の実施に関すること。 

f  施設・構造物の安全対策の推進に関すること。 

g  関係機関との連絡協力体制の確立に関すること。 

h  その他必要な警備業務に関すること。 

イ 大会開催期間中 

a  大会関連施設および周辺における犯罪の予防に関すること。 

b  雑踏事故、その他の事故・事件の防止に関すること。 

c  大会関連施設および必要と認める箇所での交通誘導警備に関すること。 

d  選手・監督、役員、視察員、報道員その他関係者および一般観覧者の大会

関連施設での誘導および混雑防止の措置に関すること。 

e  大会関連施設における避難通路の確保に関すること。 

f  その他必要な警備業務に関すること。 

（３）突発重大事案に係る対策 

突発重大事案が発生し、亀山市危機対策本部が設置された場合は、当該本部と

連携し、対応する。 

 

７ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会および炬火イベント等における消防防災・警備業務実施

についても、この要項を準用する。 
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2 スポーツ関係 特定非営利活動法人　亀山市スポーツ協会 会長 豊田　利一
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（常任委員）兼務

3 産業・経済関係 亀山商工会議所 会頭 岩佐　憲治

4 行政関係 亀山市 副市長 西口　昌利

5 行政関係 亀山市教育委員会 教育長 服部　裕
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選出区分 所属機関・団体 役職 氏　　名 備考

1 社会・市民団体 亀山市自治会連合会 会長 小河　明邦

2 健康・福祉関係 社会福祉法人　亀山市社会福祉協議会 会長 楳谷　英一

3 県競技団体 三重県軟式野球連盟　亀山支部 審判部長 佐々木　光晴

4 県競技団体 三重県ウエイトリフティング協会 会長 柳瀬　仁

5 県競技団体 三重県カローリング協会 理事長 内田　政義

6 県競技団体 三重スポーツ鬼ごっこ愛好会 代表 中畑　富行

7 県競技団体 三重県ビリヤード協会 会長 田中　智也

8 県競技団体 亀山市レクリエーション協会 理事長 小林　茂

9 スポーツ関係 亀山市スポーツ推進委員会 会長 宮坂　辰男

10 教育関係 亀山市中学校体育連盟 会長 徳田　浩一

11 教育関係 三重県高等学校体育連盟 会長 野垣内　靖

12 教育関係 亀山市小中学校長会 会長 服部　鋼一

13 産業・経済関係 一般社団法人　亀山青年会議所 副理事長 山田　拓朗

14 観光関係 一般社団法人　亀山市観光協会 会長 黒田　力男

15 医療関係 一般社団法人　亀山医師会 会長 落合　仁

16 医療関係 一般社団法人　亀山歯科医師会 監事 生川　克弥

17 医療関係 一般社団法人　鈴鹿亀山薬剤師会 会長 松浦　恵子

18 行政関係 亀山市総合政策部 部長 山本　伸治

19 行政関係 亀山市生活文化部 部長 佐久間　利夫

20 行政関係 亀山市健康福祉部 部長 古田　秀樹

21 行政関係 亀山市産業建設部 部長 大澤　哲也

22 行政関係 亀山市上下水道部 部長 宮﨑　哲二

23 行政関係 亀山市防災安全課 危機管理監 服部　政徳

24 行政関係 亀山市消防本部 消防長 平松　敏幸

25 行政関係 亀山市立医療センター 地域医療部長 草川　吉次

三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会役員・委員等名簿
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【常任委員：２７名】

選出区分 所属機関・団体 役職 氏　　名 備考

26 行政関係 亀山市教育委員会事務局 教育部長 亀山　隆

27 行政関係 亀山市議会事務局 事務局長 井分　信次

【委員：４１名】

選出区分 所属機関・団体 役職 氏　　名 備考

1 スポーツ関係 公益財団法人　三重県体育協会 事務局長 須原　久勝

2 スポーツ関係兼市競技団体 特定非営利活動法人　亀山市スポーツ協会 副会長 山谷　和久
軟式野球連盟亀山支部副理事
長兼務

3 スポーツ関係兼市競技団体 特定非営利活動法人　亀山市スポーツ協会 副会長 平井　一正
三重県ウエイトリフティング
協会副会長兼務

4 スポーツ関係兼市競技団体 亀山市ウエイトリフティング協会 会長 平岡　一能

5 スポーツ関係 ENJOYスポーツかめ亀クラブ 会長 箭吹　利博

6 スポーツ関係 特定非営利活動法人　Ｌｅｔ'sスポーツわくわくらぶ 会長 上田　佳士

7 教育関係 三重県立亀山高等学校 校長 辻　成尚

8 教育関係 学校法人三重徳風学園　徳風高等学校 校長 東　則尚

9 教育関係 学校法人古市学園　みずきが丘道伯幼稚園 園長 井上　千春

10 教育関係 亀山市ＰＴＡ連合会 会長 西村　昭伸

11 産業・経済関係 亀山市商業団体連合会 会長 笠間　清

12 産業・経済関係 亀山飲食業組合 組合長 上田　昌子

13 産業・経済関係 鈴鹿農業協同組合 代表理事専務理事 大塚　和馬

14 産業・経済関係 亀山市茶業組合 組合長 伊達　謙二

15 産業・経済関係 鈴鹿森林組合 代表理事組合長 中川　賢一

16 健康・福祉関係 亀山市民生委員児童委員協議会連合会 副会長 西村　邦昭

17 衛生関係 鈴鹿食品衛生協会 会長 前田　稔

18 交通・インフラ関係 亀山地区交通安全協会 会長 西川　てる子

19 交通・インフラ関係 一般社団法人　三重県タクシー協会 北勢支部長 中島　嘉浩

20 交通・インフラ関係 公益社団法人　三重県バス協会 専務理事 青木　周二

21 交通・インフラ関係 三重交通株式会社中勢営業所 営業所長 内山　宜哉

22 交通・インフラ関係 日本郵便株式会社亀山郵便局 局長 山口　勝史

23 交通・インフラ関係 西日本電信電話株式会社三重支店 支店長 杉本　渉

24 交通・インフラ関係 株式会社ＮＴＴドコモCS東海三重支店 支店長 杉山　直士

25 交通・インフラ関係 ＫＤＤＩ株式会社 理事中部総支社長 岡部　浩一

26 交通・インフラ関係 ソフトバンク株式会社 人事総務本部参与 伊藤　尚文

27 交通・インフラ関係
中部電力株式会社電力ネットワークカンパニー鈴鹿営
業所 所長 林　哲也

28 社会・市民団体 亀山市老人クラブ連合会 体育部長 池田　良次

29 社会・市民団体 亀山市婦人会連絡協議会 会長 中村　愛

30 社会・市民団体 亀山市子ども会育成者連絡協議会 会計 小西　宏美

31 社会・市民団体 亀山市青少年育成市民会議 会長 冨松　敬史

32 社会・市民団体 亀山ロータリークラブ 会長 赤塚　英則

33 社会・市民団体 亀山ライオンズクラブ 会長 笠井　信隆

34 施設管理関係
三幸・スポーツマックス共同事業体　代表企業　三幸
株式会社名古屋支店

常務執行役員支店長 土屋　幸成
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【委員：４１名】

選出区分 所属機関・団体 役職 氏　　名 備考

35 施設管理関係 公益財団法人　亀山市地域社会振興会 理事長 岸　英毅

36 国・県関係
国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所鈴鹿川
出張所 出張所長 中本　有朋

37 国・県関係
国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所四日市
国道維持出張所 出張所長 林　美徳

38 国・県関係
国土交通省中部地方整備局北勢国道事務所上野維持出
張所 出張所長 山本　裕彦

39 国・県関係 三重県鈴鹿建設事務所 所長 古澤　忠士

40 国・県関係 三重県鈴鹿地域防災総合事務所 所長 冨田　康成

41 国・県関係 三重県鈴鹿保健所 所長 土屋　英俊

【監事：２名】

選出区分 所属機関・団体 役職 氏　　名 備考

1 行政関係 亀山市代表監査委員 渡部　満

2 行政関係 亀山市 会計管理者 米津　ひろみ

【顧問：１名】

選出区分 所属機関・団体 役職 氏　　名 備考

1 議会関係 三重県議会 議員 長田　隆尚

【参与：８名】

選出区分 所属機関・団体 役職 氏　　名 備考

1 国・県関係 亀山警察署 署長 山内　範秀

2 報道関係 株式会社中日新聞社 三重総局長 前田　智之

3 報道関係 株式会社毎日新聞社津支局 支局長 広瀬　隆史

4 報道関係 株式会社朝日新聞社鈴鹿支局 支局長 中根　勉

5 報道関係 株式会社読売新聞社鈴鹿通信部 主事 南条　哲治

6 報道関係 株式会社伊勢新聞社 記者 岩間　匠

7 報道関係 三重テレビ放送株式会社 報道制作局長 小川　秀幸

8 報道関係 株式会社ＺＴＶ 取締役社長 田村　憲司
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三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会会則 
 

第１章 総則 

（名称） 

第１条 この会は、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会（以下「実

行委員会」という。）と称する。 

（目的） 

第２条 実行委員会は、第７６回国民体育大会において、亀山市で開催される競技会

（以下「競技会」という。）を実施するために、必要な準備および大会の総括的運

営に当たることを目的とする。 

（所掌事務等） 

第３条 実行委員会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事務及び事業を行う。 

(1) 競技会の開催及び運営に必要な方針並びに計画の決定に関すること。 

(2) 競技会の開催及び運営に関すること。 

(3) 競技会の開催及びその準備に係る経費に関すること。 

 (4) 関係競技団体、その他関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 

 (5) その他実行委員会の目的を達成するために必要な事務及び事業に関すること。 

 

第２章 組織 

（組織） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員で構成し、委員は、次に掲げる者のうちから会

長が委嘱する。 

(1) 亀山市を代表する者 

(2) 亀山市議会を代表する者 

(3) 関係競技団体、関係団体及び関係機関を代表する者 

(4) その他会長が特に必要と認める者 

（役員） 

第５条 実行委員会に次の役員を置く 

(1) 会  長   １名 

(2) 副 会 長  若干名 

(3) 常任委員  ４０名以内 

(4) 監  事    ２名 

（役員の選任） 

第６条 会長は亀山市長をもって充てる。 

２ 副会長及び常任委員は、委員のうちから会長が指名する。 

22 
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３ 監事は、第４条に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

（役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ会

長が指定した順位により、その職務を代理する。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第１２条第６項に掲げる事項を審議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

（任期等） 

第８条 委員および役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから

実行委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時における

それぞれの所属機関又は団体の役職を離れたときは、その時点で委員等は辞職した

ものとみなし、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別の事情が生じたときは、その職を解くことができる。 

３ 会長は、前項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会において報告

する。 

４ 委員等は、無報酬とする。 

（顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に、顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、重要な事項について、会長の諮問に応じて助言する。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

５ 顧問及び参与の任期等は、前条の規定を準用する。 

 

   第３章 会議 

 （種類） 

第１０条 実行委員会に次の会議を置く。 

(1) 総会 

(2) 常任委員会 

(3) 専門委員会 

（総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。 

２ 総会は、次に掲げる事項について審議し、議決する。 

(1) 競技会の開催及び運営に係る基本方針等に関すること。 

(2) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(3) 予算及び決算に関すること。 
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(4) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(5) 常任委員会に委任する事項に関すること。 

(6) その他重要な事項に関すること。 

３ 総会の議長は、会長又は会長の指名する副会長とする。 

４ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。 

 ただし、総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理

人にその権限を委任し、または書面により議決に加わることができる。 

５ 総会の議事は、出席委員（代理人にその権限を委任し、または書面で議決に加わ

った者を含む）の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところに

よる。 

６ 会長は、必要に応じて顧問及び参与に総会への出席を求めることができる。 

（常任委員会） 

第１２条 常任委員会は、会長、副会長及び常任委員をもって構成し、必要に応じて

会長が招集する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長のうちから会長が指名する。 

４ 常任委員会の議長は、委員長又は委員長が指名した者がこれに当たる。 

５ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。 

６ 常任委員会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。 

(1) 総会から委任された事項に関すること。 

(2) 専門委員会の設置及び専門委員会への委任に関すること。 

(3) 総会を招集するいとまのない緊急な事項に関すること。 

(4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

７ 前条第４項及び第５項の規定は、常任委員会において準用する。 

８ 常任委員会は、第６項の規定により審議した事項及び次条第３項の規定により専

門委員会から報告があった事項を、必要に応じ次の総会に報告するものとする。 

９ 第８条の規定は、専門委員会の任期等について準用する。 

（専門委員会） 

第１３条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から委任された事項について調査、審議し、その結果

を常任委員会に報告するものとする。 

３ 前２項の規定に定めるもののほか、専門委員会に関して必要な事項は、常任委員

会に諮った上で、会長が別に定める。 

４ 第８条の規定は、専門委員会の任期等について準用する。 
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第４章 会長の専決処分 

（会長の専決） 

第１４条 会長は、総会及び常任委員会（以下「総会等」という。）を招集するいと

まがないと認めるとき又は総会等の権限に属する事項のうち軽易なものについて

は、これを専決することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決したときは、これを次の総会等において報告し、

その承認を得なければならない。 

 

第５章 事務局 

（事務局） 

第１５条 実行委員会の事務を処理するため、亀山市生活文化部文化スポーツ課内に

事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第６章 会計 

（経費） 

第１６条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

（事業計画及び予算） 

第１７条 実行委員会の事業計画及び予算については、総会の議決を得なければなら

ない。 

（事業報告及び決算） 

第１８条 実行委員会の事業報告及び決算については、監事の監査を経て、総会の承

認を得なければならない。 

（会計年度） 

第１９条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ

る。 

２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

第７章 解散 

（解散） 

第２０条 実行委員会は、その目的が達成されたときは、総会の議決を経て解散する。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、亀山市に帰属するものとする。 

 

第８章 補則 

（委任） 
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第２１条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会

長が別に定める。 

 

附 則  

この会則は、平成２９年８月２４日から施行する。 

附 則  

この会則は、平成３０年４月２７日から施行する。 

附 則  

１ この会則は、平成３１年１月３１日から施行する。 

２ この会則の施行の際、現に第７６回国民体育大会亀山市準備委員会の役員等であ

る者は、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会の役員等に委嘱さ

れたものとする。 

３ この会則の施行の際、現に制定されている第７６回国民体育大会亀山市準備委員

会の方針、計画及び関係規定等中「第７６回国民体育大会亀山市準備委員会」とあ

るものは、「三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会」と読み替え

る。 

 

25 

25 

25 
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三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会 
専門委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委員会会則第

１３条第３項の規定に基づき、三重とこわか国体・三重とこわか大会亀山市実行委

員会専門委員会（以下「専門委員会」という。）の組織及び運営に関し、必要な事

項を定めるものとする。 

（専門委員会の名称等） 

第２条 専門委員会のそれぞれの名称並びに三重とこわか国体・三重とこわか大会亀

山市実行委員会常任委員会からの委任事項は、別表のとおりとする。 

（役員） 

第３条 専門委員会に次の役員を置く。 

(1) 委員長 １名 

(2) 副委員長 若干名 

（役員の選任） 

第４条 委員長及び副委員長は、専門委員のうちから三重とこわか国体・三重とこわ

か大会亀山市実行委員会会長（以下「会長」という。）が委嘱する。 

（役員の職務） 

第５条 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故のあるとき、又は欠けたときはあら

かじめ委員長が指名した副委員長が、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 専門委員会は、必要に応じて委員長が招集する。 

２ 専門委員会の議長は、委員長がこれに当たる。 

３ 専門委員会は、専門委員の過半数の出席がなければ開催することができない。 

  ただし、専門委員会に出席できない専門委員は、あらかじめ通知された事項につ

いて、代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わることができる。 

４ 専門委員会の議決は、出席専門委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に

加わった者を含む。）の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するとこ

ろによる。 

５ 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員以外の者の出席を求め、そ

の意見又は、説明を聴くことができる。 

（専門部会） 

第７条 専門委員会は、必要があると認めるときは、専門委員会に専門部会を設置し、
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専門的事項について調査研究を行わせ、その結果を報告させることができる。 

２ 専門部会は、会長が委嘱した者（以下「部会委員」という。）をもって構成する。 

３ 第３条から第６条までの規定は、専門部会について準用する。ただし、この場合

において、これらの条文中「専門委員会」とあるのは、「専門部会」と、「委員長」

とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と、「専門委員」と

あるのは「部会委員」と読み替えるものとする。 

４ 部会委員の任期は、専門委員の任期の例による。 

（委任） 

第８条 この規程に定めるもののほか、専門委員会及び専門部会の運営について必要

な事項は、それぞれ委員長及び部会長が別に定める。 

附 則  

この規定は、平成３１年１月３１日から施行する。 
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別表（第２条関係） 

名  称 委  任  事  項 

総務企画専門委員会 １ 総務企画に関すること。 

２ 財務に関すること。 

３ 広報に関すること。 

４ 市民運動に関すること。 

５ 歓迎・接伴に関すること。 

６ 他の専門委員会に属さない事項に関すること。 

競技式典専門委員会 １ 競技に関すること。 

２ 式典に関すること。 

３ 施設に関すること。 

宿泊衛生専門委員会 １ 宿泊に関すること。 

２ 医事・衛生に関すること。 

輸送交通専門委員会 １ 輸送・交通に関すること。 

２ 警備・消防に関すること。 
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